
聖籠町高病原性鳥インフルエンザ対策マニュアル

平成２０年 ６月１１日 制定

（趣旨）

第１条 このマニュアルは、聖籠町内及び新潟県内で高病原性鳥インフルエンザが疑わ

れる事案が発生した場合における初動対応並びに確定診断後の防疫措置等の速やかな

対応を目的として定めるものである。

（定義）

第２条 このマニュアルにおいて高病原性鳥インフルエンザの発生とは、家畜伝染病予

防法（昭和２６年法律第１６６号）に規定された高病原性鳥インフルエンザウィルス

が鶏、アヒル、七面鳥、うずらに感染していることが、独立行政法人動物衛生研究所

で診断確定された場合をいう。

（防疫体制及び組織）

第３条 畜産業を営む農場において高病原性鳥インフルエンザが発生した場合、産業観

光課長は、新潟県下越家畜保健衛生所へ発生状況等を確認し、その発生地域に応じて

必要な対応措置を講じるため、副町長からの指示・命令により、次の３段階の防疫体

制をとるものとする。ただし、町長が必要と認めるときはこの限りでない。

体制種別 配備基準 対策内容

警戒体制（レベル１） 聖籠町内及び聖籠町周辺市

（新潟市、新発田市）を除く

県内で発生した場合

別表第１聖籠町高病原性鳥

インフルエンザ対策連絡会

議（以下「連絡会議」とい

う。）に記載された構成員へ

発生地、発生状況等の情報

伝達を行い、発生農場の情

報の共有化を図る。

厳戒体制（レベル２） 聖籠町周辺市内（新潟市、新

発田市）で発生した場合

必要に応じて連絡会議を設

置し、関係各部及び関係機

関との協力体制の確立及び

連絡調整を行い、町内での

発生防止対策、まん延防止

のため町民への情報伝達を

行政防災無線により行う。



非常事態体制（レベル３） 聖籠町内で発生した場合 町長を本部長とし、別表第２

に定める構成員で組織する

聖籠町家高病原性鳥インフ

ルエンザ対策本部（以下「本

部」という。）を設置し、関

係各部及び新潟県等との協

力体制のもと、家畜の飼養状

況の把握、発生予防にかかる

普及啓発、県からの指示によ

る防疫支援体制を構築し対

応する。

２ 町長は、高病原性鳥インフルエンザ発生時における家畜等の処理量等を想定のうえ、

新潟県、新潟県下越家畜保健衛生所と相互応援体制の整備に努めるものとする。

（庶務）

第４条 連絡会議及び本部の庶務は、産業観光課において処理する。

（運用）

第５条 町長は、必要に応じて各組織の縮小又は拡充を行うことができるものとする。



別表第 1

厳戒体制 レベル１及びレベル２

※レベル１ 聖籠町内及び聖籠町周辺市（新潟市、新発田市）を除く県内で発生し

た場合

※レベル２ 聖籠町周辺市（新潟市、新発田市）で発生した場合

聖籠町高病原性鳥インフルエンザ対策連絡会議

委員長：副町長 副委員長：産業観光課長

関係課長等

生活環境課長 総務課長 ふるさと整備課長

保健福祉課長 学校教育課長 農業委員会事務局長

新潟県新発田地域振興局



別表第２ 非常事態体制 レベル３

※聖籠町内で発生した場合
新潟県高病原性鳥インフルエンザ対策本部聖籠町高病原性鳥インフルエンザ防疫対策本部

本部長：町長 副本部長：副町長

・教育長 ・総務課長 ・税務財政課長 ・納税対 室長

・町民課長 ・保健福祉課長 ・生活環境課長 ・産業観 課長

・ふるさと整備課長 ・上下水道課長 ・会計管理者 ・議会事 局長

・学校教育課長 ・社会教育課長 ・農業委員会事務局長
・国対推 室長

（平成 3月 31 日まで）
新潟県高病原性鳥インフルエンザ現地対策本部

（新潟県新発田地域振興局内）

総 務 班 産業観光課

・本部事務の総括 ・情報収集、連絡調整

・人員協力体制の調整 ・各班及び職員への指示

班 長：産業観光課長

副班長：産業観光課長補佐

発生地班：産業観光課

生現場において防疫措置を行い拡散を防ぐ

生地各係との連絡調整

：産業観光課 農業振興係長

殺処分係

・殺処分等の実施

産業観光課・農業委員会

係 長：地域振興係長

構成員：産業観光課職員

構成員：農業委員会職員

・新発田地域振興局

・家畜防疫員（家畜保健衛生所）

・農業団体

指示・連絡・連携
状況報告

連絡調整・連携

指示命令
・発

・発

班長
移 制班

・発生地周辺 行規制

ふるさと整備課・生活環境課

係 長：工務計画係長

構成員：ふるさと整備課職員

構成員：生活環境課職員

焼・埋却係

・死体処理等の実施

・焼却施設との連絡調整

産業観光課・生活環境課

長：農業振興係長

成員：産業観光課職員

成員：生活環境課職員
（焼却施設との連絡調整）

消毒係

・立ち入り規制、消毒の実施

・家畜、畜産物等の処理

生活環境課

係 長：環境推進係長

構成員：生活環境課職員

衛生班

・町民の健康調査

・学校、子ども園への情報伝達

保健福祉課・学校教育課

係 長：保健衛生係長

構成員：保健福祉課職員

構成員：学校教育課職員

広報班

・行政防災無線、広報、インター

ネット等により対応

総務課・生活環境課

係 長：総合政策係長

構成員：総務課職員

構成員：生活環境課職員（防災無線）

・新発田地域振興局

・家畜防疫員（家畜保健衛生所）

農業団体

・新発田地域振興局

・家畜防疫員（家畜保健衛生所）

・農業団体

・新発田地域振興局（保健所） ・新発田地域振興局

・家畜保健衛生所

・新発田地域 局

・新発田警察

・家畜防疫員 畜保健衛生所）

・農業団体

・消防団
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